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1. 序論：AIの技術的特性と現行法体系（不法行為法）の交錯
と国際的潮流 
2026年4月9日、経済産業省は「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き（第1.0版）」
（以下、本手引き）を公表した 1。この文書は、人工知能（AI）技術の社会実装が不可逆的に進展する
現代において、権利侵害や損害発生時における法的責任の所在を明確化するための極めて重要な

フレームワークを提供するものである 1。AI技術は、「自律性（Autonomy）」および予測困難な推論過
程を持つ「ブラックボックス性」という、従来のソフトウェアアーキテクチャには存在しない特有の性質

を有している 1。これらの特性は、知的財産（IP）分野において、著作権、特許権、商標権、パブリシ
ティ権、そして営業秘密（トレードシークレット）の保護と侵害をめぐる、これまでにない新たな法的パ

ラダイムを生み出している。 

本手引きの最大の眼目は、当事者間に契約関係が存在しない事案において、現行の「不法行為法

（民法第709条等）」や「製造物責任法（PL法）」がいかに解釈適用されるべきか、そのデフォルト・
ルール（初期設定）の方向性を体系的に提示した点にある 1。これにより、AI開発者、AI提供者、そし
てAI利用者の各主体が負うべき「注意義務」と「説明責任」の境界線（責任分界点）が整理され、法的
リスクに対する予見可能性の欠如がもたらすイノベーションの停滞を防ぐことが期待されている 1。 

この日本国内におけるソフトロー整備の背景には、グローバルな知的財産法制の激動がある。2025
年から2026年にかけて、世界各国の司法判断はAIと知的財産の交差点において重大な分岐点を
迎えていた。米国においては、著作権侵害を巡るランドマーク的な訴訟が相次いで提起され、また判

決が下されている。例えば、Thomson Reuters v. ROSS Intelligence事件や、メタ社に対する
Kadrey v. Meta事件、Anthropic社に対するBartz v. Anthropic事件など、AIの訓練データとしての著
作物利用が「フェアユース（公正利用）」に該当するか否かを問う集団訴訟が法曹界の耳目を集めた 
3。これらの訴訟においては、AI訓練に用いられた作品の市場への影響（effect on the market）を原
告がいかに立証するかが最重要の争点となっており、米国第3巡回区控訴裁判所における判断は
今後のAI開発の帰趨を決定づけるものと目されている 3。 

さらに、米国連邦最高裁判所におけるCox Communications v. Sony Music事件（2025年12月口頭
弁論）やDewberry Group v. Dewberry Engineers事件は、プラットフォーマーの二次的侵害責任や、
侵害訴訟における被告適格（どの企業体を被告に含めるべきか）の基準を再定義するものであり、

AIサービス提供者の責任範囲にも重大な波及効果をもたらす 3。また、意匠権の自明性に関する
LKQ v. GM事件や、特許法第101条の適格性要件の見直しを目指す米国議会の立法動向（PERA、
PREVAIL、RESTORE法案）など、知的財産法制全体が次世代技術の受容に向けて地殻変動を起



こしている状況にある 4。 

このような国際的かつ多層的な法的激動を背景として、本手引きは日本法（主に不法行為法）の解

釈指針を示すことで、企業がグローバルな知財リスクを管理するための羅針盤となることを企図して

いる。本稿では、本手引きにおいて示された複数の想定事例を深掘りし、知的財産分野における具

体的な権利侵害リスクと、各当事者に求められる法的義務の実態について、現行法と国際的な訴訟

動向を交差させながら網羅的かつ多角的な洞察を提供する。 

2. AIの類型化に基づく責任配分のパラダイムシフトと注意義
務の転換 
本手引きにおける法的分析の前提として、AIの利用形態とその自律性の度合いに応じた緻密な「類
型化」が採用されている。具体的には、AIシステムを「補助／支援型AI」と「依拠／代替型AI」の二つ
に大別し、それぞれの類型において人間の介在度合い、ひいては法的な管理可能性が根本的に異

なることに着目している 1。この類型化アプローチは、知的財産侵害が発生した際の過失認定（予見
可能性および結果回避義務の違反）に決定的な影響を与える構造となっている。 

2.1. 補助／支援型AIと依拠／代替型AIの定義と機能的差異 
本手引きの第3章で主に取り扱われる「補助／支援型AI」は、人間の意思決定や業務遂行をAIがサ
ポートする形態を指す。代表的なものとして、画像生成AI、取引審査AI、弁護士業務支援AI、配送
ルート最適化AIなどが該当する 1。この類型における法的な中核概念は、最終的な出力の適否や第
三者の権利侵害の有無を判断・検証する主体は、一貫して「人間（AI利用者）」に留保されているとい
う点にある 2。AIはあくまで高度なツール（道具）としての位置づけを崩さず、利用者は自身の専門性
や職業的地位に応じた注意義務をもって、AIの出力を精査することが求められる。 

対照的に、第4章で取り扱われる「依拠／代替型AI」は、AIが人間に代わって自律的に高度な判断
や物理的・情報的行動を行い、人間による事前の検証やリアルタイムの介入（Human-in-the-Loop）
プロセスが構造的に極めて限定的、あるいは不可能な形態を指す。外観検査AI、自律走行ロボット（
AMR）、高度に自律的なAIエージェントなどがこれに含まれる 1。この類型においては、利用者が稼
働中のAIの挙動を個別に制御することは不可能であるため、法的責任の重心は、事後的な人的検
証から、開発・提供段階での設計上の安全措置（フェールセーフ機構の実装や重大なバグの排除）

へと大きくシフトすることになる 2。 
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2.2. 注意義務の転換：個別の結果回避から「体制構築と運用」という組織的義
務へ 
知的財産権の保護という観点において、本手引きが提示する最も重要かつ革新的なインサイトの一

つは、AI利用者の注意義務に関する概念の「転換」である。従来型の不法行為法に基づく過失責任
論（民法第709条）においては、利用者が「その都度、結果を検証して権利侵害を回避したか」という
個別具体的な行為基準が問われていた。しかし、AIの出力の多様性、確率論的性質、およびブラッ
クボックス性を前提とする場合、人間の認知能力による個別検証のみに依存することは非現実的で

ある。 

この技術的限界を克服するため、本手引きは、注意義務の対象が「個別の適切な判断や行動を行う

こと」から、「AIシステムを適正に用いるための体制構築およびその運用」へと転換されるべきである
と明記している 2。これは、企業が知的財産リスクを管理する上で、個々の従業員のミスの有無では
なく、企業としてのコンプライアンス体制、リスクアセスメントの仕組み、データ・ガバナンスの構造自

体が法的な過失評価の直接的な対象となることを意味する。AIの利用有無によって注意義務の水
準自体（危険の大小や被侵害利益の軽重等に基づく基準）が軽減されることはなく、むしろ高度な技

術的ツールを業務に導入したことによる「体制水準の引き上げ」が要求されるのである 2。 

 



 
 

3. 補助／支援型AIにおける知的財産権の交錯と法的ジレン
マ（画像生成AIと取引審査AI） 
本手引きの第3章では、人間の判断を支援するAIにおける責任の解釈が試みられている。ここでは、
知的財産および関連する無体財産権に焦点を当て、各事例の背景にある法的メカニズムを詳解す

る。 

3.1. 画像生成AI（想定事例3）：著作権およびパブリシティ権の侵害リスクと技
術的防御 
画像生成AIは「補助／支援型AI」の典型例であり、著作権やパブリシティ権、商標権といった知的財
産権が最も直接的かつ頻繁に交錯する領域である 1。手引きにおける「想定事例3」では、生成AIに
よって出力された著名人に酷似する画像が商品広告等に無断で利用され、第三者の権利（パブリシ

ティ権や著作権）を侵害したケースが詳細に分析されている 2。 

グローバルな動向を見ても、デジタルアイデンティティの保護は喫緊の課題となっている。2025年10
月には、著名人のパーソナライズ動画プラットフォームを展開するCameo社が、OpenAI社の動画生
成AI「Sora」の特定機能が自社の商標権を侵害し、著名人に酷似したディープフェイク動画を生成し



ているとして画期的な訴訟を提起した 5。また、米国各州レベルでも、同意なき親密なディープフェイ
ク（合成メディア）の被害者に対して私的な訴権を付与する法案が次々と導入されるなど、AIによる
肖像や音声の無断生成に対する包囲網が急速に狭まっている 6。このような国際的な権利意識の高
まりと法的規制の潮流を背景に、本手引きでは以下のように責任が分配される。 

AI利用者（企業・エンドユーザー）の過失責任と体制構築 

AI利用者は、自らの職業や地位に応じ、第三者の知的財産権やパブリシティ権を侵害する内容の商
品広告等を市場に発信しないという「本来払うべき注意義務」から免れることは決してない 2。AIが生
成した確率論的な出力であっても、それを商業的・公的に利用する決定を下す主体は利用者であ

り、出力結果が既存の著作物や著名人の肖像に類似していないかを確認する法的義務は利用者に

帰属する。前述の通り、この確認作業は単なる個人の目視チェックに留まらず、類似画像検索ツー

ルを用いた社内チェックプロセスの制度化など、AI出力を適正に用いるための体制構築という形態
をとることが要求される 2。 

開発者・提供者の責任：説明義務と「例外的な権利侵害防止措置」の射程 

一方で、AIプラットフォームを提供する開発者・提供者は、AIの出力そのものに対する直接的な権利
侵害責任（直接侵害）を直ちに負うわけではない。しかし、システムが学習データの性質上、特定の

著名人や既存の著作物に酷似した出力を生成する潜在的リスク（いわゆる過学習による記憶の吐き

出し現象）を内包している事実について、利用者に対し明確な「説明上の措置」を講じる重大な義務

を負う 2。 

さらに特筆すべきインサイトとして、本手引きは**「例外的な権利侵害防止措置（設計上の措置）」**
という踏み込んだ要件に言及している 2。原則として開発者の責任は前述の説明義務に留まるもの
の、「利用者における予見・対処が困難なリスク」に関しては、事態が異なる。具体的には、プロンプ

トに特定の著名人名や著作物名が入力された際に出力をブロックするフィルタリング機能や、出力

時の類似性チェック機能といった「技術的なガードレール」をシステムに実装していなかった場合、開

発者側に対する過失（不法行為責任における不作為の過失）が認定され得る余地を残しているので

ある 2。これは、著作権法理におけるプラットフォーム提供者に対する間接侵害理論（カラオケ法理
やプロバイダ責任）を、生成AIのアーキテクチャ設計という上流工程にまで拡張適用するための極め
て重要な解釈の布石と言える。 

3.2. 取引審査AI（想定事例4）：アルゴリズムの営業秘密保護と透明性の衝突 
第3章に位置づけられる「想定事例4：取引審査AI」は、BtoB（企業間）またはBtoC（企業・消費者間）
の取引において、AIが不正検知や与信判断（入居審査等）を行い、その結果として企業や個人が不
当な損害（営業権の侵害や特定の属性に基づく差別的取り扱い）を受けたケースを想定している 1。
この事案の核心には、知的財産権の中でも極めて機微な「営業秘密（トレードシークレット）」および

「不正競争防止法」が深く関与する、高度かつ現代的な法的ジレンマが存在する 1。 

営業秘密（アルゴリズム）の秘匿化戦略の背景 

AIモデルを構成する評価要素の選定、重み付けのロジック、および基盤となる学習データセットは、
AI開発企業にとって競争優位の源泉たる「営業秘密」である 1。米国連邦法であるDefend Trade 
Secrets Act（DTSA: 18 U.S.C. § 1839(3)）の定義に照らせば、アルゴリズムやプロセスは、(1)所有



者が秘密を保持するための合理的な措置を講じており、かつ(2)一般に知られていないことから独立
した経済的価値を有する限り、強力な保護の対象となる 7。 

このような営業秘密への依存が高まった背景には、特許法制の歴史的変遷がある。米国における

2014年のAlice Corp. v. CLS Bank Int'l最高裁判決以降、ソフトウェア関連発明が「抽象的アイデア」
とみなされ特許適格性（Subject-matter eligibility）を否定されるケースが激増した 7。さらに、AIモデ
ルの一部は既存のオープンソースアルゴリズムを利用しており特許の新規性要件を満たしにくいこ

と、また人間の発明者性が問われること（2024年の米国特許商標庁のAI支援発明に関するガイダン
ス等）から、多くのテクノロジー企業は特許登録による公開（Public Disclosure）を避け、AIモデルをト
レードシークレットとして非公開のまま保護する戦略へと大きく舵を切っているのである 7。 

責任追及における立証負担と透明性（Explainable AI）の要請 

しかし、手引きが精緻に分析するように、AIによる不当な審査落ち（差別やバイアス）によって損害を
受けた顧客が不法行為責任等に基づく損害賠償を請求した場合、この「営業秘密の保護」戦略が法

的な逆風となる 1。 

1.​ AI利用者とエンドユーザー間の法的論点: 企業（利用者）がAIの判定結果を盲信し、顧客との
取引を不当に拒絶した場合、契約関係に基づく善管注意義務違反、あるいは不法行為責任

（民法709条）が問われる 1。利用者は、AIの判定精度が十分であったか、異常値が出た際に
人間が再確認する「Human-in-the-Loop」のプロセスが構築されていたかを立証しなければな
らない 1。 

2.​ AI開発者と利用者間の法的論点: 利用者が開発者に対して契約不適合責任や製造物責任（
PL法）を追及する場面も想定される 1。日本の現行PL法ではソフトウェア単体は「製造物」に含
まれないと解釈されるのが一般的だが、AIがシステムに組み込まれている場合や、欧州の製
造物責任指令（PLD）改正のような将来的な法解釈の変化によっては、ベンダーの無過失責
任が問われる可能性について議論が活発化している 1。 

3.​ データ・ドリフトと説明責任: AIの精度は、社会情勢の変化等によって急激に劣化する現象
（データ・ドリフト）を起こすことがある 1。この劣化に対する責任が、利用者の「運用の過失」
か、開発者の「開発の過失」かの境界線は極めて曖昧である 1。顧客から「なぜ拒絶されたの
か」と問われた際、事業者が合理的な説明を行えないことは、手続的な正義（デュープロセス）

の観点から法的な過失とみなされるリスクがある 1。 

AI開発者は、モデルに含まれるバイアスリスク等について説明する義務を負うとともに、評価要素の
重み付けを見直すなどの「設計上の措置」を求められる 2。しかし、どのパラメータを修正したか、ど
のようなロジックで審査したかを詳細に開示することは、自社の営業秘密の漏洩に直結しかねない。

ここで、「アルゴリズムの営業秘密としての保護」と「法的手続および社会が求める透明性（説明可能

なAI：XAIの要求）」が真正面から衝突するのである 1。 

4. 依拠／代替型AIにおける高度な自律性と権利侵害リスク
（外観検査AIとAIエージェント） 
手引きの第4章で論じられる「依拠／代替型AI」に関する想定事例は、AIが人間の判断を代替し、よ



り自律的かつ物理的・情報的に外界へ作用する領域における責任の所在を探究している 1。 

4.1. 外観検査AI（想定事例5）：プロセス特許の侵害リスクと製造物責任 
外観検査AI（想定事例5）は、製造現場の検品ライン等において、人間の目視に代わって不良品や
異物を自律的に検出するシステムである 1。このAIが異物を見落とし、市場に出回った結果として消
費者が負傷したケースなどが検討の俎上に載せられている 2。ここでの主たる論点は、身体・生命の
保護に関する製造物責任や安全性への注意義務にあるが 2、知的財産の観点から深掘りすると、
「プロセス特許（方法の発明）」の侵害リスクという複雑な問題が潜在している 1。 

高度なディープラーニングモデルを用いた外観検査AIは、膨大なデータを学習する過程で、最も効
率的かつ精度の高い検査手順や画像解析のプロセスを自律的に導き出し、実行することがある。も

し、このAIが自律的に採用した検査プロセスが、第三者の保有する「特定の画像解析アルゴリズム
を用いた検査方法」に関する特許権のクレーム（請求項）と偶発的に一致してしまった場合、特許侵

害が成立し得る 7。 

AI自体は法人格を持たないため、特許権侵害の実施主体は、そのAIを自社の製造ラインに組み込
んで業として使用している「AI利用者（製造業者）」とみなされる公算が大きい。補助／支援型AIとは
異なり、依拠／代替型AIにおいては、利用者がその内部ロジックや処理プロセスを逐一把握・介入
することは技術的にも運用的にも極めて困難である 1。利用者は、AIの精度劣化を継続的に検証す
る体制整備義務は負うものの、内部の特許侵害メカニズムを察知することは不可能に近い 2。 

一方で開発者・提供者は、安全性に影響を与えるような重大なバグを生じさせない設計上の措置

や、フェールセーフ機構の搭載義務を負う 2。知的財産リスクの観点に変換すれば、開発者はAIが
既知の特許権を侵害する処理ルートを自律的に選択しないよう、学習モデルに制約（アーキテクチャ

上のフェールセーフ）を設計段階で組み込むことが要求され得る。この構造は、契約実務において、

利用者側から開発者側に対する強力な特許保証（インデムニティ条項）の要求へと直結する。 

4.2. AIエージェント（想定事例7）：外部情報の自律的スクレイピングと営業秘密
の漏洩 
カスタマーサポート等で稼働する自律型AIエージェント（想定事例7の補論）は、ユーザーの問い合
わせに対し、より正確で最新の回答を提供するため、外部のウェブサイトやデータベースを自律的に

検索・取得（スクレイピング）する機能を有する 1。 

この自律的な情報収集プロセスは、知的財産および関連法規において複数の地雷原を歩くような行

為である。AIエージェントが、アクセス制限（Paywallやrobots.txtによる拒絶等）を回避して競合他社
の「限定提供データ」や「営業秘密」をスクレイピングし、それを自社の顧客への出力に無断で組み

込んでしまった場合、不正競争防止法違反を構成するリスクが極めて高い 1。また、他者の著作物を
複製・翻案して出力することによる著作権侵害のリスクも常在している。 

国際的な動向を見ると、AIの学習や実行プロセスにおけるデータ収集について、欧州連合（EU）の
2019年デジタル単一市場指令がテキスト＆データマイニング（TDM）の例外規定（オプトアウト権付
き）を設けている一方で、英国は最近、コンピュータプログラムの特許性に関するアプローチを欧州

特許庁（EPO）と一致させるなど、管轄権によってAIツールや訓練データのIP保護戦略が著しく乖離



（Divergence）している状況にある 9。このような国際的な法域の差異は、越境的に活動するAIエー
ジェントの適法性判断をさらに困難にする。 

本手引きでは、AIエージェントの運用において、利用者は「AIによる回答であることを顧客に明示す
る表示義務」や「出力を検証するための人員体制・業務プロセスを適正に構築すること」が求められ

ている 2。他方、開発者に対しては、「AIが外部の情報やツールを適切に扱うための必要な設計上の
措置を講じること」が義務付けられている 2。すなわち、AIエージェントが無差別かつ違法なスクレイ
ピングを行わないよう、アクセス先ドメインのホワイトリスト化・ブラックリスト化の徹底や、API利用時
の厳格な認証情報管理、他者の権利侵害に繋がる外部ツールへの接続制限といった技術的セーフ

ガードを組み込むことが、開発者の設計上の注意義務（不法行為責任の回避要件）として厳格に評

価されるのである。 

想定事例とAI類型 主たる知的財産・無体

財産リスク 
AI利用者の注意義務
（運用・体制の構築） 

開発者・提供者の義務

（説明・設計上の措置） 

画像生成AI 
 
（事例3：補助型） 

著作権、パブリシティ

権、商標権 
第三者の権利侵害コ

ンテンツを広告等に利

用しない。社内検証体

制の構築。 

侵害リスクの明示的説

明。例外として類似物生

成を低減する設計上の

措置（ガードレール）。 

取引審査AI 
 
（事例4：補助型） 

営業秘密（アルゴリズ

ム秘匿）、不正競争防

止法、不当差別 

審査バイアスの継続

的監視と、人間による

再確認プロセス（

Human-in-the-Loop）
の実装。 

バイアスリスク等の説

明。評価要素の重み付

け見直しなど、悪影響を

抑制する設計上の措

置。 

外観検査AI 
 
（事例5：依拠型） 

特許権（方法の発

明）、製造物責任、身

体の安全 

実運用環境における

精度劣化の継続的検

証。レビューに習熟し

た担当者の配置。 

重大なバグの防止措

置。事故を未然に防ぐ

フェールセーフ機構のシ

ステム的搭載。 

AIエージェント 
 
（事例7：依拠型） 

営業秘密の漏洩・不正

取得、限定提供データ

侵害 

消費者への適切な説

明とAI利用の明示。プ
ロセスの適正構築。 

外部データソースやツー

ルへの自律的アクセス

時における適法性確保

のための設計上措置。 



5. 立証上の壁（ブラックボックス性）と営業秘密保護の相克 
本手引きの第5章（立証や手続に関する論点）では、知的財産戦略と不法行為責任の相克が法廷に
おいて最も先鋭化する「立証負担」の問題が体系的に整理されている 1。 

現行の不法行為法に基づく損害賠償請求（民法709条等）においては、原則として被害者（原告）側
が、加害者（被告）たるAI利用者や開発者の「故意・過失」および、その行為と損害との間の「因果関
係」を立証する責任を負う 1。しかし、AIが関与する事故や権利侵害においては、ディープラーニング
等のアーキテクチャに由来する「ブラックボックス性」が立証上の巨大な壁として立ちはだかる。被害

者が外部からアルゴリズムの欠陥やバイアスの存在（すなわち開発者の過失）を科学的かつ法的に

立証することは、事実上不可能に近い 1。 

この情報の非対称性を是正し、被害者を救済するためには、訴訟手続きにおいて開発者や利用者

側に対してアルゴリズム、ソースコード、パラメータの重み付け、そして学習データセットの開示を求

めることになる。しかし、前述した通り、これらはテクノロジー企業にとって競争力の源泉であり、

DTSA等によって厳格に守られるべき「営業秘密（トレードシークレット）」である 1。原告の立証権保
障と、被告の営業秘密保護という、二つの法益がここで激しく衝突する 1。 

このジレンマに対し、司法実務や法解釈においては以下のようなアプローチの模索が始まっている。 

1.​ インカメラ審理や証拠保全手続きの精緻な活用: 営業秘密の外部漏洩を完全に防ぎつつ、裁
判官や裁判所が指定した独立した技術専門家のみが、アルゴリズムや学習データを非公開の

環境（インカメラ）で検証する法的手続きの重要性が飛躍的に増している。 
2.​ 事実上の推定（Res Ipsa Loquitur）の適用限界: 医療過誤訴訟などで用いられる「過失の事
実上の推定」理論（通常であればこのような事故は起こらないという事実から過失を推定する

法理）の導入が議論されている。しかし、法専門家の分析によれば、現在のAI技術分野におい
ては、医療分野のような長期にわたって確立された普遍的な「注意義務の標準（Standard of 
Care）」が存在しないため、過失の事実上の推定が適用される場面は非常に限定的であると
指摘されている 10。これは、新興技術の法務における特有の難しさを示している。 

3.​ 情報偏在を考慮した立証責任の緩和と証明妨害: AIシステムに関する内部ログや稼働記録と
いった証拠は、圧倒的に開発者・提供者側に偏在している。もし開発者が「営業秘密の保護」

のみを強硬な盾として一切の情報開示を拒んだ場合、民事訴訟法における証明妨害の法理

の類推適用や、裁判官の自由心証主義に基づく「過失の存在の推認」が行われる方向へ法理

が進展する可能性が指摘されている。これは、AI開発者に対し、「過度な秘匿化は、かえって
法的責任を問われるリスクを高める」という強烈なインセンティブをもたらす。 

6. 契約実務（ソフトロー）への展開と知財リスクの事前分配 
本手引きに示された内容は、あくまで契約関係が存在しない当事者間の「デフォルト・ルール」として

の不法行為法の解釈方向性に過ぎない 1。企業法務の最前線においては、知的財産権の帰属、権
利侵害時の責任分担、および損害賠償の範囲は、事前の契約によって明示的かつ戦略的に配分

（アロケーション）されるべきである。手引きの第1章でも、このデフォルト・ルールを補完するものとし
て、経済産業省が主導して策定した各種のソフトローやガイドライン群が不可分の関係にあるものと



して参照されている 1。 

●​ 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」および「AIの利用・開発に関する契約チェックリ
スト」の活用 1： これらのガイドラインにおいては、開発者と利用者の間で、生成されたAIモデ
ルの知的財産権（特許権や著作権）を誰が保有するか、学習用データに含まれる第三者の権

利処理（日本の著作権法第30条の4の適用範囲等）を誰が担保するかについてのひな型や検
討要素が詳細に提供されている。国際的なIP戦略が米国・欧州・英国で乖離する中 9、日本国
内のビジネスエコシステムにおいては、これらのガイドラインに基づく契約条項の設計が事実

上の標準規格（デファクト・スタンダード）として機能している。 
●​ インデムニティ（補償）条項の精緻化と責任限定（キャップ）の交渉： AIのブラックボックス性と
知的財産侵害（特に他者の特許や著作権の意図せぬ侵害）のリスクを考慮すると、利用者は

ベンダー契約において「AIの出力が第三者の知的財産権を侵害した場合、開発者がその損害
や訴訟費用を全額補償する」旨の強力なインデムニティ条項を求める傾向にある。一方で開

発者は、「AIは確率論的モデルであり、データセットの膨大さゆえに100%の非侵害は技術的
に保証不可能である」として、責任限定条項（Liability Cap）の設定や、特定のリスクを免責事
項に組み込む交渉を行う 1。 

本手引きが提示した、「利用者における体制構築および運用の義務」と「開発者における説明義務お

よび設計上の防止措置義務」という精緻な責任のバランスシートは、この熾烈な契約交渉において、

過失割合の算定や補償条項の妥当性を測るための強力なリファレンスとして機能する 1。利用者が
適切な「Human-in-the-Loop」体制を敷いていなかった場合の免責条項や、開発者が最新のフィルタ
リング技術を実装していなかった場合の重大な過失認定など、手引きの解釈論はそのまま契約書の

条項へと翻訳されていくのである。 

7. 結論と今後の展望 
経済産業省が策定した「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き」は、AIという未知
の技術的自律性を、既存の不法行為法という強固な歴史的枠組みの中にいかに着地させるかとい

う難題に対する、現時点での最高峰の法的解釈論である。 

知的財産の文脈から本手引きの構造を俯瞰すると、一つの強固なテーゼが浮かび上がる。それは、

**「AIの自律性やブラックボックスであることを理由とした、当事者の無条件な責任免脱は決して許さ
れない」**という法理である。利用者は「AIが勝手に出力した結果である」という抗弁をもって、著作
権やパブリシティ権の侵害責任を免れることはできず、出力の検証と運用体制の構築という、より高

度な組織的義務を負担する 2。一方で開発者は、自社のアルゴリズムを営業秘密として秘匿する法
的権利を有するが、その代償として、システムに内包されるバイアスや権利侵害リスクを利用者に明

瞭に説明し、さらに必要な場合には技術的なガードレール（設計上の防止措置）を実装するという極

めて重い義務を負う 2。 

さらに、特許侵害やトレードシークレットの漏洩といった高度な領域においては、AIの自律性が高ま
る（補助／支援型AIから依拠／代替型AIへの移行）につれて、利用者の個別確認が不可能になる
分、開発者側の事前の設計義務（フェールセーフ、アクセス制御、バグ排除）への依存度と責任の比

重が圧倒的に増大することが明示された 1。 

2026年現在、米国や欧州におけるAI著作権訴訟等の司法判断は依然として流動的であり、法域間



の制度的調和への道のりは遠い 3。しかし、本手引きが示した「AIの類型化と、それに基づく責任と
義務のグラデーション」という概念的フレームワークは、日本国内の法解釈に留まらず、グローバル

に展開する企業が自社のAIシステムガバナンスモデルを設計する際の極めて有用な指針となり得
る。企業は今後、AIの導入と運用にあたり、単にシステムの技術的精度や効率性を追求するだけで
なく、潜在する知的財産リスクの定量的評価、説明責任を果たすための記録の保持、そして契約を

通じたサプライチェーン全体での責任の適正な配置を統合的に管理する「AI・知財統合コンプライア
ンス体制」の構築が不可避となるのである。 
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